
特区申請イメージ

構造改革特区について

　民間事業者等

地方公共団体（久慈

市）

　　　事業担当課
　　　　まちづくり振興

　　　連　携

特区の提案
規制の特例措置（メニュー）にない
規制の緩和措置の提案
※特区の提案はどなたでも出来ま
す

特区計画の認定申請
規制の特例措置（メニュー）にある規
制緩和措置の導入
※地方公共団体が申請します。

特区の提案

関係省庁と
の協議の結
果

規制の特例措置が認められた場
合
特区として利用できる規制の特例
措置（メニュー）として整理
（メニュー化された後、地方公共団
体の特区計画の申請が可能とな

　国　（内閣府）

　地　　域

特区計画
の
認定申請規制担当官庁の同

意、
認定基準に適合する
か審査

規制があって思うような事業が出来な
い・・・
事業をはじめたいけど規制があって・・・

内閣総理大臣の認定
　　　（特区誕生）

規制を緩和してもらえば地域の特
色を生かした施策ができるんだ
が・・・

民間事業者や地方公共共団体等の自発的な発案により、地域の特性に応じた規制の緩和、
撤廃等の措置を導入する地域（特区）を設けることにより、地域におけるビジネスの創出、特
色のある地域づくりを進める制度です。

メニュー


